
一
、
は
じ
め
に

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
は
、
後
水
尾
院
皇
女
、
近
衞
家
第
二
十
代
基
𠘑

室
の
品
宮
常
子
内
親
王
（
一
六
四
二
│
一
七
〇
二
、
諡
号
无
上
法
院
）
の
日

記
で
あ
る
。
近
衞
家
伝
来
品
を
収
蔵
す
る
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
に
、
寛

文
六
年
（
一
六
六
六
）
よ
り
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
ま
で
の
自
筆
本
三

十
六
冊
が
現
存
す
る
。

夙
に
、
花
田
雄
吉
氏
「
陽
明
文
庫
所
蔵
の
古
日
記
」（『
日
本
歴
史
』
第
一

〇
五
号

一
九
三
七
年
三
月
）
は
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
近
衞
家
歴
代
当
主
ら

に
よ
る
記
録
類
を
紹
介
し
、
そ
の
ひ
と
つ
に
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
を
位

置
づ
け
た
。
同
氏
「
陽
明
文
庫
所
蔵
近
衞
家
三
夫
人
の
日
記
」（『
二
松
学
舎

大
学
東
洋
学
研
究
所
集
刊
』
第
二
集

一
九
七
二
年
三
月
）
は
、『
无
上
法

院
殿
御
日
記
』
の
原
本
の
書
誌
と
現
存
状
況
を
示
し
た
。
安
田
富
貴
子
氏

「「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
」
日
記
│
『
无
上

法
院
殿
御
日
記
』
と
『
基
𠘑
公
記
』│
」（『
国
文
橘
』
十
七
号

一
九
九
一

年
三
月
）
は
、
近
衞
基
𠘑
の
日
記
『
基
𠘑
公
記
』
と
の
比
較
か
ら
、
夫
妻
に

よ
る
記
録
的
態
度
と
視
点
の
相
違
を
指
摘
し
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の

特
色
を
際
立
た
せ
た
。
同
氏
「〈
翻
〉『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』」（『
国
文
橘
』

十
八
号

一
九
九
一
年
三
月
）
は
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
六
年
記

の
翻
刻
で
あ
る
。

記
主
は
、
皇
女
で
摂
関
家
当
主
の
内
室
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
あ
り
、
し

か
も
封
建
制
度
で
は
埋
も
れ
が
ち
な
女
性
で
あ
る
。
松
井
利
彦
氏
「
女
房
詞

の
変
遷
│
「
す
る
す
る
」
の
場
合
│
」（『
国
語
国
文
』
三
十
六
巻
四
号

一

九
六
七
年
四
月
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
位
相
語
研
究
の
素
材
と
さ
れ
る
い

っ
ぽ
う
で
、
近
年
は
、
自
筆
資
料
の
特
性
を
活
か
し
た
伝
記
研
究
の
方
面

で
、
め
ざ
ま
し
い
成
果
が
出
て
い
る
。
そ
の
代
表
は
、
瀬
川
淑
子
氏
『
皇
女

品
宮
の
日
常
生
活
│
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
を
読
む
│
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年
）
で
あ
ろ
う
。
同
著
が
、
高
貴
な
女
性
の
日
常
生
活
を
広
汎
に

知
ら
し
め
た
功
績
は
大
き
い
。
久
保
貴
子
氏
『
後
水
尾
天
皇
│
千
年
の
坂
も

踏
み
わ
け
て
│
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
八
年
）
は
、
江
戸
前
期
の

朝
幕
関
係
に
お
け
る
朝
廷
側
の
雄
、
後
水
尾
天
皇
の
生
涯
を
描
く
な
か
で
、

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説
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品
宮
常
子
内
親
王
に
言
及
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
宮
本
圭
造
氏
『
上
方
能
楽
史

の
研
究
』（
和
泉
書
院

二
〇
〇
五
年
）
は
、
江
戸
前
期
京
都
の
能
楽
を
め

ぐ
る
動
向
を
詳
述
す
る
。
後
藤
久
太
郎
氏
編
著
・
松
井
み
き
子
氏
著
『
近
世

初
期
上
層
公
家
の
遊
興
空
間
』（
中
央
公
論
社

二
〇
一
〇
年
）
は
、
近
衞

家
も
含
め
た
後
水
尾
院
か
ら
霊
元
院
周
辺
の
建
築
史
・
生
活
史
を
具
現
化
す

る
。
緑
川
明
憲
氏
『
豫
楽
院
鑑
』（
勉
誠
出
版

二
〇
一
二
年
）
は
、
近
衞

家
𠘑
の
詳
細
な
年
譜
を
描
出
す
る
。
い
ず
れ
も
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
日
記
の
研
究
的
有

用
性
が
窺
い
知
れ
る
。

以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
品
宮
常
子
内
親
王
と
そ
の
日
記

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
報
告
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

二
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の
書
誌

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲
花
田
雄
吉
氏
「
陽
明
文
庫

所
蔵
近
衞
家
三
夫
人
の
日
記
」
に
詳
し
い
書
誌
を
掲
載
す
る
。
若
干
の
報
告

も
あ
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
書
誌
的
事
項
を
述
べ
る
。

﹇
表
﹈

函
号

年
次

寸
法

墨
付

遊
紙

記
事
の
中
断

備
考

无
１

寛
文
六
年
中

１３.５
×
２０.５

６５
丁

巻
頭
２
丁
巻
末
１
丁

①
３
月
２６
日
│
４
月
２７
日
条

②
５
月
１４
日
│
８
月
１０
日
条

无
２

寛
文
七
年
中

１３.５
×
２０.５

７０
丁

ナ
シ

③
６
月
４
日
│
８
月
１９
日
条

无
３

寛
文
八
年
中

１３.５
×
２０.５

４２
丁

巻
頭
２
丁
巻
頭
１
丁

合
綴

４６
丁

ナ
シ

无
４

寛
文
九
年
中

１３.５
×
２０.５

３６
丁

巻
頭
２
丁
巻
末
２
丁

④
４
月
２７
日
│
８
月
２０
日
条

合
綴

３３
丁

巻
頭
１
丁

无
５

寛
文
十
年
中

１３.５
×
２０.５

５５
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

７２
丁

巻
頭
１
丁

无
６

寛
文
十
一
年
中

１３.５
×
２０.５

５４
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

６６
丁

ナ
シ

三
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无
７

寛
文
十
二
年
中

１３.５
×
２０.５

６０
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

５１
丁

巻
頭
１
丁

无
８

寛
文
十
三
年
中
為
延
宝
元

１３.５
×
２０.５

１０６
丁

ナ
シ

⑤
５
月
９
日
│
６
月
１７
日
条

无
９

延
宝
二
年
中

１３.５
×
２０.５

４９
丁

巻
頭
１
丁

⑥
１０
月
２７
日
│
１２
月
２０
日
条

合
綴

５４
丁

ナ
シ

无
１０

延
宝
三
年
自
正
月

至
十
二
月

１３.５
×
２０.５

５９
丁

巻
頭
１
丁

⑦
６
月
２
日
│
１２
月
２０
日
条

合
綴

７
丁

ナ
シ

无
１１

延
宝
四
年
中

１３.５
×
２０.５

１０２
丁

巻
頭
１
丁

无
１２

延
宝
五
年
中

１３.５
×
２０.５

７０
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

４７
丁

巻
頭
１
丁

无
１３

延
宝
六
年
自
正
月

至
五
月

１２.５
×
２０.５

４０
丁

巻
頭
１
丁

无
１４

延
宝
六
年
自
六
月

至
十
二
月

２０.０
×
１４.０

４９
丁

ナ
シ

无
１５

延
宝
七
年
中

２０.０
×
１４.０

４１
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

４６
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

无
１６

延
宝
八
年
中

２０.０
×
１４.０

３９
丁

巻
頭
１
丁

⑧
８
月
１３
日
│
８
月
１８
日
条

合
綴

７０
丁

ナ
シ

无
２０

天
和
四
年
中
為
貞
享
元

２２.０
×
１５.０

９３
丁

巻
頭
１
丁

⑨
１０
月
１４
日
│
１０
月
２６
日
条

无
２１

貞
享
二
年
中

２１.０
×
１５.０

４８
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

４４
丁

巻
頭
１
丁

无
２２

貞
享
三
年
中

１９.０
×
１４.０

５６
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

５０
丁

巻
頭
１
丁

无
２３

貞
享
四
年
中

２０.０
×
１４.０

５９
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

５３
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説
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无
２４

貞
享
五
年
中
為
元
禄
元

２０.０
×
１４.０

５０
丁

巻
頭
１
丁

⑩
４
月
１３
日
│
４
月
１５
日
条

合
綴

６０
丁

ナ
シ

无
２５

元
禄
二
年
中

２０.０
×
１４.０

１１７
丁

巻
頭
１
丁

无
２６

元
禄
三
年
中

２０.０
×
１４.０

５５
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

６８
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

无
２７

元
禄
四
年
中

２０.０
×
１４.０

６６
丁

ナ
シ

合
綴

６７
丁

ナ
シ

无
２８

元
禄
五
年
中

２０.０
×
１４.０

７１
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

７５
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
２
丁

无
２９

元
禄
六
年
中

２１.０
×
１４.０

８８
丁

巻
末
１
丁

合
綴

８１
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
３
丁

无
３０

元
禄
七
年
中

２１.０
×
１４.０

７０
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

６７
丁

巻
末
３
丁

无
３１

元
禄
八
年
中

２１.０
×
１４.０

９１
丁

ナ
シ

合
綴

８１
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
２
丁

无
３２

元
禄
九
年
中

１３.５
×
２２.５

４９
丁

巻
頭
１
丁

合
綴

４３
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

无
３３

元
禄
十
年
中

１３.５
×
２２.５

５１
丁

巻
頭
１
丁

⑪
７
月
６
日
│
９
月
４
日
条

合
綴

２９
丁

巻
頭
１
丁

无
３４

元
禄
十
一
年
中

１３.０
×
２２.０

３６
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１
丁

合
綴

３６
丁

巻
頭
１
丁

无
３５

元
禄
十
二
年
中

１３.０
×
２２.０

２８
丁

巻
頭
１
丁

⑫
５
月
１８
日
│
９
月
２
日
条

合
綴

４１
丁

巻
末
１
丁

无
３６

元
禄
十
三
年
自
正
月

至
三
月

１２.５
×
２２.５

１７
丁

巻
頭
１
丁
巻
末
１８
丁

（
３
月
２４
日
条
に
て
絶
筆
）

四
〇



﹇
表
﹈
に
、
各
冊
の
函
号
・
年
次
・
寸
法
・
墨
付
丁
数
・
遊
紙
な
ど
を
ま

と
め
た
。
各
冊
は
い
ず
れ
も
包
背
装
袋
綴
冊
子
本
（
改
装
）
で
あ
る
。『
无

上
法
院
殿
御
日
記
』
は
全
三
十
六
冊
三
十
五
年
間
分
の
記
録
で
あ
り
、
年
次

ご
と
に
一
冊
宛
て
だ
が
、
延
宝
六
年
分
だ
け
は
二
冊
で
あ
る
。
原
本
は
、
寸

法
縦
一
三
・
五
糎
、
横
二
〇
・
五
糎
の
横
型
本
と
、
概
ね
縦
二
〇
・
〇
│
二

二
・
〇
糎
、
横
一
四
・
〇
│
一
五
・
〇
糎
の
竪
長
の
本
と
の
二
種
類
が
混
じ

る
。表

紙
は
楮
紙
で
、
表
表
紙
の
み
二
枚
の
紙
を
重
ね
る
。
表
紙
の
中
央
に
、

外
題
「
无
上
法
院
殿
御
日
記
」
を
記
す
。
ま
た
、
表
紙
の
右
上
に
、﹇
表
﹈

の
年
次
欄
の
と
お
り
、
第
一
冊
〈
无
１
〉
の
「
寛
文
六
年
中
」
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
本
文
内
容
に
応
じ
た
年
次
を
題
記
す
る
。
裏
表
紙
の
一
丁
内
側
の
紙

の
裏
面
右
上
に
も
、
外
題
と
同
筆
の
朱
墨
で
、
各
冊
の
年
次
を
書
く
。
な

お
、
外
題
と
年
次
は
一
筆
で
あ
る
が
、
本
文
と
は
異
筆
で
あ
る
。
外
題
に
敬

語
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
包
背
紙
を
、
裏
表
紙
で
印
記
「
陽
明

蔵
」
の
方
形
単
郭
陽
刻
朱
印
を
も
っ
て
封
印
す
る
こ
と
か
ら
、
時
期
は
不
明

だ
が
、
後
世
の
近
衞
家
内
で
一
括
し
て
表
紙
が
補
わ
れ
た
と
想
定
す
る
。

改
装
時
に
は
、
年
次
ご
と
で
一
冊
と
な
る
よ
う
に
合
綴
が
な
さ
れ
た
。

﹇
表
﹈
の
備
考
欄
に
「
合
綴
」
と
記
し
た
二
十
四
冊
は
、
も
と
も
と
は
二
冊

に
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
十
二
冊
は
、
表
紙
の
改
装
の
み

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
冊
は
本
来
が
一
年
分
一
冊
で
あ
る
た
め
、
合
綴
の
必

要
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
残
る
二
冊
、
さ
き
に
例
外
と
し
た
延

宝
六
年
分
は
、
何
故
合
綴
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。﹇
表
﹈
の
寸
法
欄

に
示
し
た
ご
と
く
、
第
十
三
冊
〈
无
１３
〉
と
第
十
四
冊
〈
无
１４
〉
と
は
寸
法

に
大
き
な
差
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
合
綴
で
き
ず
、
表
紙
だ
け
が
補
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
。

原
装
訂
は
仮
綴
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
十
六
冊
の
全
冊
（
合
綴
の
二

十
四
冊
は
合
綴
前
の
各
冊
巻
頭
）
と
も
、
原
表
紙
が
認
め
ら
れ
る
。
原
表
紙

は
、
本
文
と
同
質
の
楮
紙
で
、
中
央
に
自
筆
で
「
日
々
記
」
と
書
く
。
巻
頭

に
「
寛
文
六
丙午
年
日
記
」（
第
一
冊
〈
无
１
〉
の
場
合
）
と
内
題
し
、
横
型

本
は
毎
半
葉
十
四
行
程
度
、
竪
長
の
本
は
毎
半
葉
十
二
行
程
度
で
、
本
文
を

記
す
。

﹇
表
﹈
の
墨
付
欄
は
各
冊
の
墨
付
丁
数
で
あ
る
。
合
綴
さ
れ
た
二
十
四
冊

に
つ
い
て
は
、
合
綴
前
の
各
冊
の
丁
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、﹇
表
﹈
の

遊
紙
欄
は
、
い
ず
れ
も
原
裏
表
紙
を
除
い
た
数
で
あ
る
。

な
お
、
花
田
氏
論
考
は
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の
付
属
文
書
と
し
て
、

品
宮
常
子
内
親
王
筆
『
近
衞
家
奥
向
年
中
行
事
』〈
无
３７
〉
を
報
告
す
る
。

同
本
は
、
仮
綴
冊
子
一
冊
。
寸
法
縦
三
二
・
二
糎
、
横
二
一
・
五
糎
。
料
紙

は
檀
紙
。
墨
付
全
八
丁
で
あ
る
。
外
題
・
内
題
と
も
見
当
た
ら
な
い
。
内
容

は
、
花
田
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
近
衞
家
奥
向
の
年
中
行
事
の
記
録
な
ど
で
は

な
く
、
霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
│
一
七
三
二
）
の
在
位
中
（
一
六
六
三
│
一

六
八
七
）
で
、
か
つ
後
水
尾
院
（
一
五
九
六
│
一
六
八
〇
）・
東
福
門
院

（
一
六
〇
七
│
一
六
七
八
）・
明
正
院
（
一
六
二
三
│
一
六
九
六
）
の
在
世

時
、
す
な
わ
ち
寛
文
年
間
か
ら
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
ご
ろ
ま
で
の
、
宮

中
に
お
け
る
行
事
に
つ
い
て
の
記
録
か
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
ち
ら
は

考
察
の
対
象
と
は
せ
ず
、
課
題
と
し
て
べ
つ
の
機
会
に
考
え
た
い
。

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
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三
、
記
事
の
中
断
に
つ
い
て

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
は
、
品
宮
常
子
内
親
王
が
近
衞
家
に
入
っ
て
の

ち
の
二
十
五
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
日
記
で
あ
る
。
前
掲
花
田
雄
吉
氏

「
陽
明
文
庫
所
蔵
近
衞
家
三
夫
人
の
日
記
」
は
、
こ
の
三
十
五
年
間
の
記
録

が
、
出
産
の
た
め
に
三
回
、
病
気
の
た
め
に
一
回
、
計
四
回
の
記
事
の
中
断

が
あ
っ
た
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
は
休
む
こ
と
な
く
書
き
継
が
れ
て
い
る
と
す

る
。
し
か
し
、
前
掲
﹇
表
﹈
の
記
事
の
中
断
欄
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
実
際
に

は
①
か
ら
⑫
ま
で
の
十
数
度
に
わ
た
っ
て
途
切
れ
て
い
る
。
中
断
の
理
由
を

つ
ぎ
に
掲
げ
る
。

①
寛
文
六
年
三
月
二
十
六
日
│
四
月
二
十
七
日
条

三
月
二
十
六
日
姫
君
（
天
英
院
𠘑
子
）
出
産
と
養
生
の
た
め

②
寛
文
四
年
五
月
十
四
日
│
八
月
十
日
条

①
の
産
後
煩
い
の
養
生
の
た
め

③
寛
文
七
年
六
月
四
日
│
八
月
十
九
日
条

六
月
四
日
若
君
（
近
衞
家
𠘑
）
出
産
と
養
生
の
た
め

④
寛
文
九
年
四
月
二
十
七
日
│
八
月
二
十
日
条

四
月
二
十
七
日
若
君
（
大
炊
御
門
信
名
）
出
産
と
養
生
の
た
め

⑤
寛
文
十
三
年
五
月
九
日
│
六
月
十
七
日
条

五
月
八
日
禁
中
仙
洞
炎
上
の
た
め

⑥
延
宝
二
年
十
月
二
十
七
日
│
十
二
月
二
十
日
条

十
月
二
十
六
日
頃
自
身
疱
瘡
発
症
の
た
め

⑦
延
宝
三
年
六
月
二
日
│
十
二
月
二
十
日
条

十
一
月
二
十
五
日
近
衞
家
本
殿
類
焼
の
た
め

⑧
延
宝
八
年
八
月
十
三
日
│
八
月
十
八
日
条

八
月
十
八
日
後
水
尾
院
崩
御
の
た
め

⑨
貞
享
元
年
十
月
十
四
日
│
十
月
二
十
六
日
条

十
月
十
四
日
大
炊
御
門
信
名
逝
去
の
た
め

⑩
貞
享
五
年
四
月
十
三
日
│
四
月
十
五
日
条

近
衞
家
𠘑
室
霊
元
天
皇
女
一
宮
憲
子
内
親
王
逝
去
の
た
め

⑪
元
禄
十
年
七
月
六
日
│
九
月
四
日
条

自
身
の
病
気
の
た
め

⑫
元
禄
十
二
年
五
月
十
八
日
│
九
月
二
日
条

自
身
の
筋
気
煩
い
の
た
め

①
②
③
④
は
出
産
と
産
後
煩
い
、
⑥
⑪
⑫
は
病
気
、
⑧
⑨
⑩
は
近
親
者
の

死
去
、
⑤
⑦
は
罹
災
で
あ
る
。
次
項
に
鑑
み
て
も
、
品
宮
常
子
内
親
王
の
経

歴
上
の
重
大
事
ば
か
り
と
い
え
る
。
現
実
の
出
来
事
が
あ
ま
り
に
切
迫
し
て

い
た
た
め
に
、
や
む
な
く
記
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
空
白
が
、
か
え
っ
て
資
料
の
真
実
味
を
高
め
る
よ
う
に
す
ら
感
じ
ら
れ

る
。こ

こ
で
、
⑦
延
宝
三
年
六
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
の
記
事
中
断

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
近
衞
家
本
殿
類

焼
が
原
因
で
あ
る
。
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
巳
刻
、
一
条
油
小
路
の
民

家
よ
り
出
火
。
折
し
も
の
西
か
ら
の
強
風
で
、
火
は
瞬
く
間
に
燃
え
広
が
っ

た
。『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
は
、
寛
文
十
三
年
五
月
の
火
事
以
来
、
禁
中
仮

四
二



殿
と
な
っ
て
い
た
今
出
川
の
近
衞
家
本
殿
と
そ
の
ほ
か
の
焼
亡
を
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
伝
え
る
。

近
衞
殿
也

新
院
仮
殿

仮
殿
並
本
院
御
殿
・
一
条
殿
・
二
条
殿
・
有
栖
川
殿
・
八
条
殿
・
伏
見

殿
焼
失
、
此
外
諸
家
之
亭
六
十
余
家
、
民
屋
寺
院
不
可
勝
計
、
然
共
禁

中
・
新
院
・
新
殿
無
恙
、
尤
珍
重
云
々
、
仍
テ
新
殿
中
女
御
局
可
被
用

仮
殿
之
議
定
也
、
申
刻
計
行
幸
、
予
参
法
皇
、
新
院
ハ
法
皇
ヘ
御
幸
、

本
院
ハ
女
院
ヘ
御
幸
也
、

（
�
）

（『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
）

当
時
、
品
宮
常
子
内
親
王
ら
は
二
階
町
の
難
波
邸
に
仮
住
ま
い
し
て
い

（
�
）た。『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
、
十
一
月
二
十
七
日
の
霊
元
天
皇
の
新
殿

へ
の
移
徙
も
間
近
と
な
っ
た
火
事
前
日
の
記
事
が
あ
り
、
近
衞
家
の
動
向
も

窺
い
知
れ
る
。

御
わ
た
ま
し
す
る
�
�
と
あ
そ
は
さ
れ
候
や
う
に
と
内
侍
所
へ
御
す
ゝ

ま
い
る
。
内
侍
所
よ
り
御
く
ま
ま
い
る
。
女
中
衆
よ
り
御
わ
た
ま
し
す

る
�
�
と
あ
そ
は
さ
れ
候
や
う
に
と
内
侍
所
へ
御
す
ゝ
御
あ
け
と
て
御

く
ま
ま
い
る
。
近
衞
殿
よ
り
ま
き
三
色
。
御
た
る
し
ん
上
。
新
中
納
言

殿
。
ゑ
ん
く
わ
う
院
殿
御
ま
い
り
候
。
長
は
し
。
藤
内
侍
殿
内
侍
所
へ

（
祝
）

御
ま
い
り
に
て
御
く
ま
ま
い
る
。
梅
小
路
殿
よ
り
暮
の
御
礼
義
か
も
一

折
ま
い
る
。

（
�
）

（『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
四
日
条
）

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
三
年
記
〈
无
１０
〉
は
、
二
冊
の
合
綴
で
あ

る
。
年
頭
か
ら
六
月
一
日
条
ま
で
の
あ
と
に
、
原
表
紙
が
あ
り
、
年
次
の
後

半
部
が
続
く
。
後
半
部
の
冒
頭
は
、
十
一
月
二
十
五
日
の
出
火
当
時
の
模
様

と
そ
の
後
を
ま
と
め
た
一
く
だ
り
で
、
同
年
十
二
月
の
は
じ
め
に
書
か
れ
た

と
お
ぼ
し
い
。
こ
れ
に
十
二
月
二
十
一
日
条
以
降
が
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
延

宝
三
年
六
月
二
日
か
ら
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
お

り
、
品
宮
常
子
内
親
王
一
家
が
仮
住
ま
い
の
桜
御
所
に
移
る
十
二
月
二
十
一

日
ま
で
本
格
的
な
記
録
の
再
開
は
な
い
。
前
掲
﹇
表
﹈
の
墨
付
欄
に
示
し
た

よ
う
に
、
延
宝
三
年
記
〈
无
１０
〉
の
墨
付
き
丁
数
は
、
前
半
部
５９
丁
と
後
半

部
７
丁
で
、
後
半
部
が
極
端
に
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
火
事
前
日
ま
で
の
記
事

が
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
当
時
の
混
乱
し
た
状
況
が
、
現
存

本
の
状
態
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
火
事
の
影
響
は
、
記
事
の
中
断
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
以
下
、
い
か
に
深
刻
な
災
害
で
あ
っ
た
か
を
、『
无
上
法
院
殿
御

日
記
』
と
『
基
𠘑
公
記
』
で
た
ど
る
。
火
災
に
よ
り
、
近
衞
家
は
本
殿
を
焼

失
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
無
事
の
注
進
が
あ
っ
た
文
庫
も
発
煙
と
の
報
告

が
は
い
る
。

右
府
ふ
ん
こ
﹇
文
庫
﹈、
夜
中
に
う
ち
よ
り
け
ふ
り
出
た
る
よ
し
申
来

て
、
き
つ
か
ひ
中
�
�
お
ろ
か
な
ら
す
、
夜
あ
け
か
た
ニ
ま
た
人
来
た

り
、
書
し
や
く
﹇
書
籍
﹈、
き
ろ
く
﹇
記
録
﹈
の
こ
ら
す
外
へ
と
り
出
し
、

一
つ
も
け
か
な
く
、
い
つ
れ
も
諸
大
夫
と
も
、
其
外
家
礼
の
も
の
と
も

は
た
ら
き
に
て
、
あ
ふ
な
け
も
な
く
外
へ
出
し
た
る
よ
し
申
こ
し
、
め

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
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て
た
さ
、
右
府
ま
ん
そ
く
誠
に
い
ふ
ニ
た
ら
す
、
よ
ろ
こ
ふ
事
か
き
り

な
し
、
二
条
殿
な
と
は
ふ
ん
こ
へ
火
入
、
き
ろ
く
と
も
め
つ
﹇
滅
﹈
し

た
る
よ
し
、
誠
に
せ
う
し
﹇
笑
止
﹈
成
事
と
も
、
ま
つ
は
天
下
の
す
い
ひ

﹇
衰
微
﹈、
さ
て
�
�
に
か
�
�
し
き
事
、
そ
れ
ゆ
へ
こ
な
た
の
ふ
ん
こ
、

あ
や
う
け
な
く
、
こ
と
�
�
く
つ
ゝ
か
な
く
無
事
な
る
は
、
誠
に
そ
し

ん
﹇
祖
神
﹈
の
か
ご
﹇
加
護
﹈、
め
う
か
﹇
冥
加
﹈
に
か
な
ひ
給
ふ
事
と
人
の

う
へ
を
お
も
ひ
、
一
し
ほ
よ
ろ
こ
ひ
し
ん
も
ま
す
心
地
す
、
其
外
公
家

中
ニ

も
ふ
ん
こ
、
の
こ
り
た
る
も
あ
り
、
ま
た
め
つ
し
た
る
も
あ
り
、

た
ひ
�
�
か
や
う
ニ

火
事
有
事
と
あ
き
れ
は
つ
る
は
か
り
也
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
│
十
二
月
某
日
条
）

既
及
夜
半
、
漸
食
飯
、
暫
付
寝
之
処
、
及
丑
刻
従
京
侍
一
人
馳
来
、
兼

里
、
長
房
等
朝
臣
使
也
、
諸
道
具
之
庫
既
焼
失
、
文
庫
亦
火
既
欲
入
之

間
、
五
、
六
人
押
入
、
書
籍
、
家
宝
、
旧
記
等
過
半
取
出
之
由
告
来
、

乍
驚
落
涙
千
行
、
雖
然
猶
過
半
残
之
由
聞
之
、
漸
慰
意
了
、

（『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
）

諸
大
夫
・
家
礼
の
機
転
で
、
幸
い
文
庫
に
収
め
る
書
籍
・
旧
記
な
ど
の
大

半
は
残
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
諸
大
夫
・
家
礼
の
働
き
は
、
の
ち
に
後

（
�
）

水
尾
院
・
後
西
院
の
叡
聞
に
達
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
書
籍
・
旧
記
の
保
全
が

い
か
に
重
要
視
さ
れ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
よ
そ
一
年
後
、

近
衞
家
本
殿
は
再
建
さ
れ
る
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』『
基
𠘑
公
記
』
延
宝

四
年
十
二
月
十
八
日
条
）
が
、
文
庫
は
同
時
に
完
成
し
て
は
い
な
い
。
近
衞

家
に
伝
来
す
る
古
今
抄
物
を
、
後
水
尾
院
・
後
西
院
の
賢
覧
に
呈
す
る
た

め
、
近
衞
基
𠘑
は
、
粟
田
口
の
青
蓮
院
の
文
庫
に
出
向
い
て
取
り
出
し
持
参

し
て
い
る
。
本
殿
へ
の
移
徙
か
ら
半
年
が
経
過
し
た
延
宝
五
年
六
月
二
十
三

日
の
出
来
事
で
あ
る
。

新
中
納
言
と
の
へ
行
、
そ
れ
よ
り

法
わ
う
﹇
後
水
尾
院
﹈
へ
ま
い
る
、

御
用
の
事
有
て
、
新
院
﹇
後
西
院
﹈
御
幸
な
し
ま
い
ら
せ
ら
れ
、
右
府

﹇
近
衞
基
𠘑
﹈
も
し
こ
う
﹇
伺
候
﹈
也
、
古
今
御
て
ん
し
ゆ
﹇
伝
授
﹈
の
事
ニ

よ
り
て
也
、
右
府
家
の
古
今
の
抄
、
青
門
﹇
青
蓮
院
宮
尊
証
法
親
王
﹈
東
山

の
ふ
ん
か
う
﹇
文
庫
﹈
ニ
あ
つ
け
を
か
れ
、
そ
れ
を
と
り
て
、
法
わ
う
よ

り
す
く
に
御
出
に
て
、
お
つ
ゝ
け
も
ち
て
ま
い
り
給
ふ
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
五
年
六
月
二
十
三
日
条
）

従
法
皇
﹇
後
水
尾
院
﹈
有
召
、
又
参
法
皇
、
新
院
﹇
後
西
院
﹈
兼
而
御
幸
、

古
今
御
伝
授
之
事
也
、
密
々
有
被
仰
事
等
、
此
間
先
年
従

法
皇
仰
給

候
後
法
成
寺
殿
﹇
近
衞
尚
通
﹈
古
今
抄
物
可
掛
御
目
之
由
仰
也
、
只
今
粟

田
口
青
門
主
文
庫
ニ
入
置
之
間
、
馳
参
可
取
出
之
由
言
上
、
則
行
向
粟

田
口
、
取
出
之
、
則
帰
参
、
献
抄
一
箱
、
及
暮
退
出
了
、

（『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
五
年
六
月
二
十
三
日
条
）

近
衞
家
の
書
籍
・
旧
記
類
が
、
新
し
い
文
庫
に
移
さ
れ
る
の
は
、
延
宝
五

年
十
一
月
七
日
以
降
で
あ
る
。

右
府
﹇
近
衞
基
𠘑
﹈、
中
納
言
﹇
近
衞
家
𠘑
﹈
御
同
道
に
て
、
青
門
﹇
青
蓮
院
宮

尊
証
法
親
王
﹈
へ
な
る
、
こ
な
た
の
ふ
ん
こ
﹇
文
庫
﹈
作
事
の
う
ち
、
き
ろ

四
四



く
﹇
記
録
﹈
と
も
あ
つ
け
を
か
る
ゝ
、
も
は
や
ふ
し
ん
﹇
普
請
﹈
も
出
来
、

そ
れ
ゆ
へ
日
か
ら
﹇
日
柄
﹈
え
ら
み
給
ひ
、
け
ふ
吉
日
に
よ
り
東
山
へ
と

り
ニ

な
る
、
少
先
く
ら
へ
入
、
め
て
た
し
�
�
、〈
中
略
〉
右
府
、
中
納

言
く
れ
ま
へ
ニ

か
へ
り
給
ふ
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
五
年
十
一
月
七
日
条
）

今
日
依
吉
日
文
庫
へ
書
籍
入
始
、
去
々
年
回
祿
後
、
文
書
等
尽
預
置
粟

田
口
青
門
文
庫
、
今
日
依
吉
日
先
日
門
跡
塔

頭
令
取
出
置
也
、
今
日
以
後
日
々
遣
人
於

青
門
主
、
可
取
寄
書
物
者
也
、

（『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
五
年
十
一
月
七
日
条
）

火
災
か
ら
あ
る
程
度
の
平
常
を
取
り
戻
す
の
に
、
す
く
な
く
と
も
二
年
を

要
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
品
宮
常
子
内
親
王
の
経
歴
・
縁
者
な
ど

つ
ぎ
に
、
記
主
の
お
も
な
経
歴
と
縁
者
な
ど
を
整
理
す
る
。
品
宮
常
子
内

親
王
は
、
後
水
尾
院
皇
女
で
あ
る
。
生
母
は
、
園
基
音
女
で
、
後
水
尾
院
に

新
中
納
言
局
の
呼
称
で
仕
え
た
准
三
后
新
広
義
門
院
（
一
六
二
四
│
一
六
七

七
）
で
あ
る
。
同
腹
の
品
宮
常
子
内
親
王
の
兄
弟
姉
妹
は
、
妙
法
院
堯
恕
法

親
王
（
一
六
四
〇
│
一
六
九
五
、
獅
子
吼
院
宮
）、
一
乗
院
真
敬
法
親
王

（
一
六
四
九
│
一
七
〇
六
、
三
菩
提
院
宮
）、
青
蓮
院
尊
証
法
親
王
（
一
六
五

一
│
一
六
九
四
、
後
桂
蓮
院
宮
）、
霊
元
天
皇
、
大
聖
寺
永
享
女
王
（
一
六

五
七
│
一
六
八
六
、
本
元
院
宮
）
で
あ
る
。
母
の
生
家
方
の
親
類
は
、
新
広

義
門
院
舎
兄
従
一
位
儀
同
園
基
福
（
一
六
二
二
│
一
六
九
九
）、
同
弟
の
東

園
基
賢
（
一
六
二
六
│
一
七
〇
四
）・
葉
川
基
起
（
一
六
四
六
│
一
六
七
九
）

・
日
厳
院
堯
憲
（
玄
々
院
）・
霊
源
寺
三
世
祖
岸
文
舟
、
同
妹
の
慶
寿
院

（
冷
泉
為
清
室
）
と
柳
原
資
行
室
、
同
叔
母
の
円
光
院
文
英
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
資
料
か
ら
、
品
宮
常
子
内
親
王
は
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）

三
月
九
日
に
生
ま
れ
、
元
禄
十
五
年
八
月
二
十
六
日
に
、
六
十
一
歳
で
生
涯

を
終
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

常
子
内
親
王
（
近
衞
前
関
白
基
𠘑
公
。
家
𠘑
公
母
。
母
新
広
義
門
院
）

寛
永
十
九
年
三
月
九
日
誕
生
。
称
二

品
宮
一

。
寛
文
四
年
十
一
月
廿

三
日
配
二

于
基
𠘑
公
一

。
元
禄
十
五
年
八
月
廿
六
日
薨
。
六
十
一
。

後
八
月
五
日
葬
二

于
大
徳
寺
一

。
号
二

无
上
法
宮
一

。

（
�
）

（『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』）

常
子
内
親
王

為
近
衞
太
閤
基
𠘑
公
北
政
所
、
生
家
𠘑
公

母
新
廣
義
門
院

寛

永
十
九
年
三
月
九
日
生
、
号
級
宮
、
寛
文
四
年
十
一
月
廿
三
日
嫁

于
近
衞
殿
、
基
𠘑
公
室
也
、
元
禄
十
五
年
八
月
廿
六
日
薨
、
六
十

一
歳
、
閏
八
月
五
日
葬
于
大
徳
寺
、
号
無
上
法
院
浄
信
香
海（�

）

（『
執
所
系
図
』）

誕
生
日
に
関
し
て
は
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の
毎
年
同
日
条
に
、
つ

ぎ
と
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説

四
五



け
ふ
は
我
身
た
ん
し
や
う
日
に
て
、
い
わ
ゐ
あ
り
、〈
後
略
〉

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
六
年
三
月
九
日
条
）

近
衞
基
𠘑
（
一
六
四
八
│
一
七
二
二
）
と
の
婚
姻
は
、
右
の
系
譜
類
に
寛

文
四
年
十
一
月
二
十
三
日
、
品
宮
常
子
内
親
王
二
十
三
歳
の
折
と
す
る
。

『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
に
は
、
園
基
福
か
ら
の
書
状
（
宛
所
は
日
厳
院
堯
憲
）

の
写
し
が
あ
り
、
品
宮
常
子
内
親
王
の
祝
言
に
関
す
る
話
題
が
見
え
る
。

十
四
日
、
従
園
亜
相
﹇
園
基
福
﹈
書
札
到
来
云
、

此
中
ハ
寒
気
甚
候
、
御
門
主
﹇
妙
法
院
宮
堯
恕
法
親
王
﹈
弥
御
機
嫌
宜

候
哉
承
度
候
、
主
上
﹇
霊
元
天
皇
﹈
弥
御
安
全
ニ
被
為
渡
候
御
心
安

候
、
一
昨
日
者
天
気
能
法
事
首
尾
能
、
近
衞
殿
﹇
近
衞
基
𠘑
﹈
ヘ
品

之
宮
御
方
﹇
品
宮
常
子
内
親
王
﹈
御
祝
言
之
御
盃
参
候
、
千
秋
万
歳
珍

重
ニ
存
候
、
御
門
跡
可
為
御
大
慶
と
存
候
、
然
者
内
々
御
沙
汰

候
、
清
涼
殿
御
修
法
事
、
可
為
小
法
之
由
内
々
ニ
て
御
沙
汰
候
ヘ

共
、
従
法
皇
﹇
後
水
尾
院
﹈
大
法
可
然
由
之
仰
候
、
于
今
日
限
ハ
治

定
無
之
候
、
日
限
治
定
次
第
早
々
可
申
達
候
、
先
大
法
之
由
承
候

故
、
為
御
案
内
令
啓
候
、
恐
惶
謹
言
、

十
一
月
十
四
日

基
福

日
厳
院
御
房
披
露

（『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
寛
文
四
年
十
一
月
十
四
日
条
）

ま
た
、『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
五
年
七
月
五
日
条
に
、
新
広
義
門
院
逝
去
の

知
ら
せ
を
受
け
た
基
𠘑
が
、
自
身
の
婚
姻
を
十
七
歳
の
こ
と
と
振
り
返
る
。

当
時
基
𠘑
は
三
十
歳
で
あ
り
、
婚
姻
時
の
十
七
歳
は
寛
文
四
年
で
相
違
な

い
。

夜
半
之
比
雨
止
、
及
丑
刻
、
従
女
房
﹇
品
宮
常
子
内
親
王
﹈
之
許
人
来
云
、

新
中
納
言
殿
﹇
新
広
義
門
院
﹈
御
入
滅
之
由
也
、
悲
嘆
驚
転
不
弁
前
後
、

春
秋
五
十
四
歳
、
可
惜
可
哀
、
予
十
七
歳
、
女
房
嫁
娵
之
後
、
連
々
蒙

慈
愛
同
信
受
母
、
予
久
随
分
懇
志
、
畏
哉
々
々
、

（『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
五
年
七
月
五
日
条
）

品
宮
常
子
内
親
王
の
諱
が
常
子
と
定
め
ら
れ
、
親
王
宣
下
を
受
け
た
の

は
、
延
宝
五
年
の
新
広
義
門
院
逝
去
後
で
あ
る
。『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』

に
よ
れ
ば
、
新
広
義
門
院
百
ヶ
日
法
事
に
あ
わ
せ
、
霊
元
天
皇
の
命
で
、
新

広
義
門
院
腹
の
兄
弟
姉
妹
が
妙
法
蓮
華
経
一
部
を
書
写
す
る
こ
と
に
決
ま
っ

た
。
奥
書
へ
の
署
名
も
あ
り
、
こ
れ
を
機
会
に
、
か
ね
て
延
引
と
な
っ
て
い

た
宣
下
を
、
あ
ら
た
め
て
品
宮
よ
り
霊
元
天
皇
へ
申
し
入
れ
た
の
だ
と
い

う
。

新
か
う
義
門
院
﹇
新
広
義
門
院
﹈
御
百
ヶ
日
あ
す
也
、
せ
ん
ゆ
ふ
寺
﹇
泉
涌

寺
﹈
に
て
は
、
き
ん
中
﹇
霊
元
天
皇
﹈
よ
り
御
法
事
仰
つ
け
ら
る
ゝ
、
法
皇

﹇
後
水
尾
院
﹈
よ
り
は
、
は
ん
し
ゆ
院
﹇
般
舟
院
﹈
に
て
仰
つ
け
ら
る
ゝ
、
門

跡
か
た
、
我
身
、
大
聖
寺
殿
﹇
大
聖
寺
宮
永
享
女
王
﹈
も
、
あ
す
は
せ
ん
ゆ

ふ
寺
へ
ま
い
る
ゆ
へ
、
こ
よ
ひ
は
ん
し
ゆ
院
ヘ
ま
い
る
、
を
と
め
、
あ

四
六



こ
き
﹇
と
も
に
後
水
尾
院
御
下
﹈
も
ま
い
り
た
き
よ
し
ゆ
へ
、﹇
法
皇
御
所
を
﹈

御
い
と
ま
申
、
こ
よ
ひ
よ
り
こ
な
た
へ
よ
ひ
、
両
日
な
か
ら
つ
れ
て

行
、

内
�
�
主
上
お
ほ
せ
に
て
、
新
く
は
う
義
門
院
の
御
た
め
に
、
法
花
一

部
、
門
跡
か
た
、
大
聖
寺
殿
、
右
府
﹇
近
衞
基
𠘑
﹈、
我
身
ニ

も
か
ゝ
さ
ゝ

せ
ら
る
ゝ
、

上
に
も
御
し
よ
し
や
也
、
我
身
へ
は
、
提
婆
品
、
薬
草
喩
品
、
此
二
品

く
た
さ
れ
、
し
よ
し
や
す
、
ぜ
ん
ぶ
の
ゝ
ち
、
せ
ん
ゆ
ふ
寺
に
て
御
き

や
う
く
よ
う
﹇
経
供
養
﹈
あ
る
へ
き
と
の
御
さ
た
な
り
し
が
、
さ
や
う
の

れ
い
も
ま
れ
な
る
ゆ
へ
、
妙
門
﹇
妙
法
院
宮
堯
恕
法
親
王
﹈
へ
つ
か
は
さ
れ
、

御
経
く
よ
う
あ
り
て
、
あ
す
せ
ん
ゆ
ふ
寺
へ
は
妙
門
よ
り
ひ
そ
か
に
つ

た
へ
ら
る
ゝ
よ
し
也
、
お
く
か
き
﹇
奥
書
﹈
な
と
も
さ
ゝ
せ
ら
れ
候
は
ん

よ
し
な
り
、
そ
れ
ニ

つ
き
、
我
身
い
み
名
、
な
ら
ひ
に
親
王
せ
ん
げ
の

事
、
何
か
と
今
ま
て
つ
ゐ
て
も
な
く
、
え
ん
に
ん
﹇
延
引
﹈
な
り
、
ひ
と

ひ
参
内
の
お
り
ふ
し
、
此
事
申
上
る
、
い
み
名
は
常
子
ニ

さ
た
め
ら
る
、

し
ん
わ
う
せ
ん
け
の
事
は
せ
ん
年
の
ふ
ん
也
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
五
年
十
月
十
四
日
条
）

右
で
妙
法
蓮
華
経
を
託
さ
れ
た
妙
法
院
宮
堯
恕
法
親
王
が
、
奥
書
の
写
し

を
『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
に
記
し
留
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
級
宮

無
品

内
親
王
常
子
」
と
あ
る
。

一
、
御
経
筆
者
ノ
事

序
品

勅
筆

方
便
品

勅
筆

譬
喩
品

勅
筆

信
解
品

予

経
ノ
奥
書
如
此

前
天
台
座
主
二
品
親
王
堯
恕
謹
書

薬
草
喩
品

級
宮
無
品
内
親
王
常
子
謹
書

授
記
品

一
門
興
福
寺
前
別
当
二
品
親
王
真
敬
謹
書

化
城
喩
品

青
門
前
天
台
座
主
二
品
親
王
尊
証
謹
書

五
百
品

大
聖
寺
宮
大
聖
第
十
五
世
禅
尼
永
享
書

人
記
品

勅
筆

法
師
品

右
府
左
大
臣
正
二
位
藤
原
基
𠘑
謹
書

是
ハ
左
大
臣
拝
賀
之
以
後
奥
書
被
仰
出
之
間
如
此
被
書
之
﹇
略
﹈

（『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
延
宝
五
年
十
二
月
二
十
八
日
条
）

「
品
宮
」
の
表
記
に
関
し
て
は
、「
級
宮
」
と
の
混
用
が
認
め
ら
れ
る
。
右

の
『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
だ
け
で
な
く
、『
隔
蓂
記
』『
基
𠘑
公
記
』
な
ど
に

も
見
い
だ
せ
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
記
主
の
呼
称
を
「
品

宮
常
子
内
親
王
」
で
統
一
す
る
。

品
宮
常
子
内
親
王
は
、
近
衞
基
𠘑
と
の
間
に
、
の
ち
に
六
代
将
軍
徳
川
家

宣
（
一
六
六
二
│
一
七
一
二
）
御
台
所
と
な
る
天
英
院
𠘑
子
（
一
六
六
六
│

一
七
四
一
）、
嫡
男
近
衞
家
𠘑
、
二
郎
君
の
大
炊
御
門
信
名
（
一
六
六
九
│

一
七
八
四
）
を
も
う
け
た
。
孫
は
、
姫
君
（
の
ち
に
徳
大
寺
公
全
室
、
一
六

八
六
│
一
七
二
一
）、
近
衞
家
久
（
一
六
八
七
│
一
七
三
七
）
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
家
𠘑
室
の
霊
元
天
皇
女
一
宮
憲
子
内
親
王
（
一
六
六
九
│
一
九
八

八
）
腹
で
あ
る
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
四
月
十
五
日
、
女
一
宮
憲
子
内

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説

四
七



親
王
が
流
産
の
た
め
二
十
歳
の
若
さ
で
逝
去
し
た
の
ち
は
、
品
宮
常
子
内
親

王
が
二
人
の
孫
を
養
育
し
、
元
禄
六
年
十
一
月
二
十
五
日
の
家
久
の
元
服
、

元
禄
十
三
年
二
月
十
三
日
の
姫
君
の
結
納
な
ど
を
見
届
け
て
い
る
。
ほ
か

に
、
後
西
院
（
一
六
三
七
│
一
六
八
五
）
の
皇
女
貞
宮
（
三
時
知
恩
寺
尊

勝
、
一
六
七
六
│
一
七
〇
三
）
を
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
十
一
月
二
十

七
日
の
三
時
知
恩
寺
入
寺
ま
で
の
お
よ
そ
一
年
間
、
品
宮
常
子
内
親
王
が
手

元
で
預
か
っ
て
も
い
る
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
天
和
二
年
九
月
十
四
日

条
ほ
か
）。

乳
母
は
、
滋
野
井
教
広
（
一
六
二
〇
│
一
六
八
九
）
室
、
通
称
中
務
卿

（
一
六
一
四
│
一
六
九
六
）
で
あ
る
。『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
貞
享
三
年
十

一
月
九
日
条
に
、
乳
兄
弟
の
滋
野
井
実
光
が
、
高
倉
永
敦
男
（
滋
野
井
公

澄
、
一
六
七
〇
│
一
七
五
六
）
を
養
子
に
し
た
記
事
が
あ
る
。

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
六
年
二
月
十
日
条
に
は
、
園
基
音
に
由
緒

あ
る
者
と
し
て
、
雲
光
院
と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
寛
文

十
年
九
月
十
三
日
条
に
は
、
新
広
義
門
院
の
祖
母
な
る
人
物
が
、
丹
波
国
か

ら
上
京
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

き
ん
中
﹇
霊
元
天
皇
﹈
御
当
座
の
御
く
は
い
に
て
、
法
わ
う
﹇
後
水
尾
院
﹈
御

幸
也
、
我
身
も
ま
い
る
、
し
や
う
こ
院
宮
﹇
聖
護
院
宮
﹈、
内
府
﹇
近
衞
基

𠘑
﹈
も
御
さ
ん
也
、
し
ん
中
納
言
﹇
新
広
義
門
院
﹈
ば
ゝ
﹇
祖
母
﹈
た
ん
は

﹇
丹
波
﹈
に
居
ら
る
ゝ
、
此
こ
ろ
の
ほ
ら
れ
、
け
ふ
し
ん
中
納
言
と
の
へ

ま
い
ら
れ
、
我
み
に
は
や
く
あ
ひ
た
き
よ
し
申
さ
れ
、
く
は
ん
か
う

﹇
還
幸
﹈
よ
り
ま
へ
に
御
い
と
ま
申
て
ゆ
き
、
け
さ
ん
﹇
見
参
﹈
ニ
入
、
こ

と
の
ほ
か
と
し
よ
ら
れ
、
ぎ
や
う
ぶ
﹇
行
歩
﹈
も
ふ
ち
ゆ
ふ
﹇
不
自
由
﹈
の

て
い
也
、
久
々
に
て
あ
ひ
ま
ん
そ
く
す
、
あ
な
た
に
も
う
れ
し
か
り
お

ろ
か
な
ら
す
、
く
れ
か
た
に
か
へ
ら
る
ゝ
、
や
う
と
く
院
と
の
﹇
陽
徳
院

殿
﹈
へ
も
ち
ら
と
行
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
十
年
九
月
十
三
日
条
）

品
宮
常
子
内
親
王
は
香
道
に
秀
で
て
い
た
。『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
に

は
組
香
の
記
事
が
多
く
あ
り
、
寺
田
無
禅
の
よ
う
な
巧
手
も
当
時
の
近
衞
家

に
仕
え
て
い
る
が
、
と
く
に
後
西
院
（
一
六
三
七
│
一
六
八
五
）
と
の
関
わ

り
が
注
意
さ
れ
る
。
天
和
三
年
二
月
二
十
四
日
、
品
宮
常
子
内
親
王
は
、
後

西
院
か
ら
勅
作
の
薫
物
の
調
合
法
を
、
唯
受
一
人
で
相
伝
さ
れ
て
い
る
。

新
院
﹇
後
西
院
﹈
へ
ま
い
る
、
内
々
た
き
物
﹇
薫
物
﹈
御
て
う
か
う
﹇
調
合
﹈

有
へ
き
よ
し
に
て
、
け
ふ
御
手
つ
た
へ
﹇
手
伝
﹈
に
ま
い
る
、
勅
さ
く
の

御
方
我
身
へ
御
さ
う
て
ん
﹇
相
伝
﹈
あ
そ
は
し
下
さ
る
へ
き
と
の
事
に

て
、
三
色
あ
そ
は
し
つ
け
、
御
お
く
か
き
﹇
奥
書
﹈
な
と
有
を
つ
た
へ
給

は
る
、
誠
に
か
や
う
の
事
は
大
事
の
御
は
う
に
て
、
ゆ
い
じ
ゆ
﹇
唯
受
﹈

一
人
へ
御
て
ん
し
ゆ
﹇
伝
授
﹈
有
事
な
る
を
、
道
の
め
う
か
﹇
冥
加
﹈
に
か

な
ひ
、
か
た
し
け
な
き
事
中
�
�
お
ろ
か
に
は
い
ふ
に
た
ら
す
、〈
後

略
〉

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
天
和
三
年
二
月
二
十
四
日
条
）

『
槐
記
』
享
保
十
九
年
二
月
二
十
二
日
条
に
、
近
衞
家
𠘑
が
催
し
た
後
西

四
八



院
五
十
回
忌
追
善
の
茶
会
記
が
あ
る
。
道
具
の
す
べ
て
が
後
西
院
ゆ
か
り
の

品
で
揃
え
ら
れ
る
な
か
、
薫
物
に
は
「
勅
方
ノ
ホ
シ
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。「
ホ
シ
」
と
は
、
つ
ぎ
の
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
で
、
品
宮
常
子
内

親
王
が
後
西
院
の
調
合
を
手
伝
い
、
後
年
に
自
ら
も
調
合
し
て
い
る
「
ほ

し
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

新
院
﹇
後
西
院
﹈
へ
内
々
ほ
し
御
ち
や
う
か
う
﹇
調
合
﹈
あ
そ
は
さ
れ
、
た

ふ
へ
き
と
の
御
や
く
そ
く
に
て
、
け
ふ
御
ち
や
う
か
う
の
よ
し
仰
下
さ

れ
、
ま
い
り
、
御
手
つ
た
い
﹇
手
伝
﹈
す
、
左
府
﹇
近
衞
基
𠘑
﹈
に
も
御
参

也
、
五
あ
は
せ
御
ち
や
う
か
う
也
、
夕
方
御
せ
ん
御
さ
う
は
ん
す
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
八
年
十
月
二
十
七
日
条
）

け
ふ
も
た
き
も
の
て
う
か
う
﹇
調
合
﹈
す
、
ほ
し
も
て
う
か
う
﹇
調
合
﹈
す
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
七
年
二
月
十
日
条
）

ま
た
、
品
宮
常
子
内
親
王
は
箏
の
琴
に
巧
み
で
あ
っ
た
。
近
衞
基
𠘑
は
、

（
�
）

元
禄
七
年
八
月
に
は
『
神
楽
和
琴
秘
譜
』
一
巻
を
所
持
し
て
お
り
、
元
禄
八

年
七
月
七
日
の
御
遊
で
、
二
百
年
来
の
和
琴
再
興
を
果
た
し
て
い
る
。
基
𠘑

の
和
琴
と
合
奏
す
る
た
め
、
品
宮
常
子
内
親
王
も
久
し
く
遠
ざ
か
っ
て
い
た

箏
の
稽
古
を
再
開
す
る
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
八
年
正
月
二
十
二

日
条
）。
そ
の
と
き
、
品
宮
常
子
内
親
王
は
、
明
正
院
か
ら
楽
器
を
貰
い
受

け
て
い
る
。

き
の
ふ
本
院
﹇
明
正
院
﹈
へ
御
琴
を
申
う
け
た
き
よ
し
申
入
ル
、
い
か
に

も
御
や
す
き
御
事
く
た
さ
れ
候
は
ん
と
の
仰
に
て
、
さ
つ
そ
く
け
ふ
は

い
り
や
う
﹇
拝
領
﹈
す
、
さ
て
�
�
か
た
し
け
な
さ
、
こ
と
に
御
く
ら
位

の
う
ち
ニ
ね
ま
つ
り
﹇
子
祭
﹈
の
時
、
家
の
衆
た
ん
せ
ら
れ
し
よ
し
、
き

の
ふ
仰
き
け
ら
れ
、
一
し
ほ
の
事
、
関
白
と
の
へ
も
も
の
か
た
り
申
、

お
な
し
事
に
御
よ
ろ
こ
ひ
、
右
府
﹇
近
衞
家
𠘑
﹈
も
ま
い
ら
れ
、
か
た
し

け
な
か
り
給
ふ
、
か
た
し
け
な
さ
の
御
れ
い
数
々
御
返
事
申
ま
い
ら

す
、
関
白
殿
、
四
辻
﹇
公
韶
﹈
を
よ
は
せ
ら
れ
み
せ
ら
る
ゝ
、
す
な
は
ち

た
ん
﹇
彈
﹈
し
給
ふ
、
ね
﹇
音
﹈
も
よ
く
、
ひ
ゝ
き
も
よ
き
よ
し
に
て
ほ

め
給
ひ
、
う
れ
し
さ
�
�
、
お
ろ
か
な
ら
す
、
か
さ
り
も
み
事
さ
、
か

つ
こ
う
よ
く
、
う
つ
く
し
さ
な
か
め
入
、
か
た
し
け
な
さ
、
う
れ
し

さ
、
筆
ニ
ハ
つ
く
し
か
た
し
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
八
年
二
月
二
十
三
日
条
）

五
、
お
わ
り
に

近
世
の
近
衞
家
と
い
え
ば
、
第
二
十
一
代
当
主
近
衞
家
𠘑
（
一
六
六
七
│

一
七
三
六
）
が
著
名
で
あ
り
、
家
𠘑
と
い
え
ば
、『
槐
記
』
が
名
高
い
。『
槐

記
』
は
、
近
衞
家
に
啞
科
医
と
し
て
出
入
り
し
、
や
が
て
家
𠘑
の
御
伽
役
を

務
め
る
よ
う
に
も
な
る
山
科
道
安
が
、
家
𠘑
の
言
行
を
書
き
と
ど
め
た
記
で

あ
る
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
八
月
二
十
八
日
に
摂
政
を
辞
し
、
河
原
御

殿
で
余
生
を
過
ご
す
家
𠘑
は
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
七
十
年
の
生
涯

を
終
え
る
ま
で
、
三
百
八
会
も
の
茶
湯
を
催
し
た
。『
槐
記
』
に
は
、
そ
の

一
部
の
茶
会
記
が
書
き
控
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
家
𠘑
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説

四
九



た
数
々
の
体
験
や
回
想
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
由
緒
あ
る
摂
家
に
生
ま
れ

つ
い
た
人
物
な
ら
で
は
の
説
話
で
あ
る
。

料
理
ナ
ト
モ
喰
タ
ル
マ
ヽ
見
タ
ル
マ
ヽ
ニ
テ
、
其
仕
様
ヲ
習
ハ
ス
ニ
ス

レ
ハ
大
ニ
違
フ
コ
ト
多
シ
、
昔
シ
獅
子
吼
院
殿
﹇
妙
法
院
堯
恕
法
親
王
﹈
ハ

物
ヅ
キ
ノ
達
人
ニ
テ
物
コ
ト
ニ
面
白
キ
コ
ト
多
シ
、
或
時
、
応
円
満
院

﹇
近
衞
基
𠘑
﹈、
無
上
方
院
﹇
品
宮
常
子
内
親
王
﹈、
公
﹇
近
衞
家
𠘑
﹈、
葉
室
一
位

﹇
葉
室
頼
孝
﹈、
坊
城
一
位
﹇
坊
城
俊
広
﹈
ナ
ト
参
リ
シ
ニ
、
数
辺
御
饗
応
ノ

上
ニ
テ
、
盃
ヲ
大
小
人
数
ニ
合
セ
テ
盆
ニ
並
ヘ
テ
、
ソ
ノ
中
ヘ
山
椒
ノ

細
末
ト
青
苔
ノ
末
ト
焼
塩
ト
三
色
ヲ
、
匕
ニ
テ
松
ニ
雪
ノ
フ
リ
カ
ヽ
リ

タ
ル
処
ヲ
絵
ニ
ア
ソ
バ
シ
テ
出
サ
レ
タ
リ
、
面
々
ノ
器
ニ
応
シ
テ
酒
ヲ

ツ
キ
テ
召
上
ラ
レ
、
一
位
タ
チ
﹇
葉
室
頼
孝
・
坊
城
俊
広
ら
﹈
ハ
皆
上
手
ナ
リ

シ
カ
ハ
、
又
其
�
�
ノ
器
ニ
テ
飲
テ
、
一
段
風
味
モ
又
一
キ
ワ
カ
ハ
リ

テ
好
ト
称
嘆
ス
、
ソ
ノ
ヽ
チ
庚
申
ノ
夜
イ
ツ
モ
無
上
方
院
ノ
御
方
ニ
テ

御
遊
ア
リ
、
日
外
ノ
獅
子
吼
院
ノ
御
物
ヅ
キ
ノ
面
白
サ
、
今
宵
モ
遊
ハ

セ
カ
シ
ト
仰
ニ
テ
、
公
ノ
御
絵
ニ
テ
、
ソ
レ
塩
ヨ
青
ノ
リ
ヨ
ト
ア
ハ
テ

フ
タ
メ
キ
テ
拵
ヘ
出
来
シ
マ
ヽ
ニ
、
サ
ラ
ハ
遊
ハ
セ
ト
テ
盃
出
シ
テ
、

コ
ノ
枝
ハ
今
少
シ
長
ク
シ
テ
此
松
ノ
蓋
ヲ
一
カ
サ
大
ニ
シ
テ
、
今
一
ツ

モ
苦
シ
カ
ル
マ
シ
、
身
木
ハ
少
フ
ト
キ
カ
相
応
也
、
カ
レ
枝
モ
面
白
カ

ル
ヘ
シ
ナ
ト
シ
テ
出
来
タ
リ
、
サ
テ
コ
ソ
見
事
ナ
ル
物
ヨ
、
サ
ラ
ハ
酒

一
ツ
ツ
ギ
テ
飲
カ
シ
、
我
ヨ
人
ヨ
ト
推
イ
タ
ヽ
キ
テ
風
味
モ
ヨ
カ
ル
ヘ

シ
ト
ア
リ
シ
ニ
、
塩
モ
山
椒
モ
辛
ク
鹹
ク
テ
、
一
口
モ
タ
ベ
カ
ネ
タ
リ

ト
テ
大
笑
シ
タ
リ
、
獅
子
吼
院
ニ
ハ
絵
モ
ヨ
ク
遊
ハ
シ
、
酒
モ
一
ツ
上

リ
シ
故
、
ソ
レ
ヨ
リ
出
タ
ル
御
物
ツ
キ
也
、
公
ハ
酒
ハ
ネ
カ
ラ
御
キ
ラ

イ
故
ソ
ノ
加
減
ハ
御
存
ナ
キ
ハ
御
理
リ
也
、

（
�
）

（『
槐
記
』
享
保
十
一
年
正
月
二
十
五
日
条
）

風
流
で
、
何
事
も
器
用
に
こ
な
す
獅
子
吼
院
宮
（
妙
法
院
堯
恕
法
親
王
）

を
倣
っ
た
家
𠘑
の
失
敗
談
は
、
家
𠘑
が
下
戸
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
山
科
道

安
の
末
尾
の
評
も
含
め
、
雲
上
の
出
来
事
と
も
思
え
な
い
ほ
ど
の
人
間
味
を

感
じ
さ
せ
る
。『
槐
記
』
の
ひ
と
つ
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
こ
の
落
差
に
あ
る
。

右
は
、
山
科
道
安
が
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
正
月
二
十
五
日
に
家

𠘑
か
ら
聞
い
た
話
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
妙
法
院
宮
堯
恕
法
親
王
の

饗
応
、
そ
の
後
の
品
宮
常
子
内
親
王
で
の
庚
申
夜
の
御
遊
が
い
つ
な
さ
れ
た

の
か
ま
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
妙
法
院
堯
恕
法
親
王
存
命
中
の
元
禄
八
年
以

前
で
は
あ
ろ
う
。
坊
城
俊
広
（
一
六
二
六
│
一
七
〇
二
）
が
貞
享
四
年
十
二

月
二
十
三
日
に
従
一
位
に
叙
さ
れ
る
の
は
い
い
と
し
て
、
葉
室
頼
孝
（
一
六

四
四
│
一
七
〇
九
）
の
従
一
位
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
十
一
月
二
十
八

日
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
最
終
的
な
地
位
や
呼
称
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
家
𠘑
の
記
憶
違
い
や
山
科
道
安
の
聞
き
違
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。『
槐
記
』
は
た
し
か
に
優
れ
た
資
料
で
は
あ
る
が
、
い
く
ら
か
の
曖
昧

（
�
）

さ
を
含
む
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
、
家
𠘑
が
顧
み
る
の
は
、
若
年
か
ら
壮
年
に
か
け
て
の
こ
ろ
で
あ

り
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
が
書
か
れ
る
時
期
と
も
重
な
る
。『
无
上
法
院

殿
御
日
記
』
が
、
品
宮
常
子
内
親
王
だ
け
で
な
く
、
近
衞
家
を
理
解
す
る
た

め
に
も
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

五
〇



注（
１
）
久
保
貴
子
氏
に
は
、『
近
世
の
朝
廷
運
営
│
朝
幕
関
係
の
展
開
│
』

（
岩
田
書
院

二
〇
〇
五
年
﹇
第
二
刷
﹈）、「
武
家
社
会
に
生
き
た
公

家
女
性
」（
林
令
子
氏
編
『
日
本
の
近
世

第
十
五
巻

女
性
の
近

世
』
中
央
公
論
社

一
九
九
三
年
）、「「
基
𠘑
公
記
」
に
み
え
る
公

家
と
大
名
│
公
武
関
係
研
究
の
基
礎
作
業
│
」（
瀧
澤
武
雄
氏
編

『
論
集
中
近
世
の
史
料
と
方
法
』
東
京
堂
出
版

一
九
九
一
年
）
な

ど
、
近
世
前
期
の
近
衞
関
白
家
の
役
割
に
注
目
し
た
朝
幕
関
係
論
が

あ
り
、
本
稿
も
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
２
）
引
用
は
、
妙
法
院
史
研
究
会
編
『
妙
法
院
史
料
』
第
一
巻
（
吉
川

弘
文
館

一
九
七
六
年
）
所
収
本
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
３
）『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
十
三
年
六
月
十
八
日
条
に
、
寛
文
十

三
年
五
月
八
日
の
禁
中
仙
洞
炎
上
を
振
り
返
る
記
事
が
あ
り
、
今
出

川
の
近
衞
家
本
殿
が
禁
中
仮
殿
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
、
基
𠘑
は
妙
法
院
宮
里
坊
、
品
宮
常
子
内
親
王
は
新
中
納
言

殿
（
新
広
義
門
院
）
邸
、
家
𠘑
ら
子
供
は
中
院
大
納
言
邸
を
借
り
る

が
、
六
月
十
三
日
に
は
二
階
町
難
波
邸
に
移
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。右

府
て
い
﹇
近
衞
家
本
殿
﹈
ふ
し
き
に
残
り
て
、
き
ん
中
御
か
り

殿
﹇
禁
中
御
仮
殿
﹈
に
も
ち
ゐ
ら
る
ゝ
、
め
う
か
成
事
と
よ
ろ
こ

ふ
、
法
わ
う
﹇
後
水
尾
院
﹈
は
あ
り
す
か
は
の
て
ん
﹇
有
栖
川
殿
﹈
へ

ま
つ
う
つ
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
る
ゝ
、
本
院
﹇
明
正
院
﹈
の
御
所

は
御
つ
ゝ
か
な
く
て
、
そ
の
ま
ゝ
御
て
ん
ニ
な
ら
し
ま
す
、
新

院
﹇
後
西
院
﹈
は
八
条
殿
ニ
な
る
、
女
院
﹇
東
福
門
院
﹈
は
女
五
宮
の

御
か
た
ニ
な
る

法
わ
う
、
女
院
は
ま
た
や
か
て
一
条
殿
へ
か

り
殿
さ
た
ま
る
、
た
ゝ
い
ま
御
し
つ
ら
ひ
有
、
我
身
は
し
ん
中

納
言
殿
所
に
か
り
居
る
、
右
府
は
妙
門
さ
と
は
う
﹇
里
坊
﹈
に
な

ら
し
ま
す
、
子
た
ち
は
新
中
納
言
殿
と
な
り
中
院
大
納
言
や
し

き
有
て
、
か
り
う
つ
し
を
く
、
は
う
�
�
に
て
萬
ふ
ち
ゆ
ふ
成

事
也
、
ひ
と
つ
所
へ
う
つ
る
所
を
、
あ
な
た
こ
な
た
た
つ
ね
ら

る
ゝ
、
に
か
い
町
な
ん
は
所
か
さ
る
へ
き
よ
し
申
た
ま
ひ
て
、

そ
れ
ゆ
へ
六
月
十
三
日
よ
り
み
な
�
�
う
つ
り
、
少
心
も
う
ち

つ
き
た
る
や
う
に
て
、
よ
ろ
こ
ふ
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
十
三
年
六
月
十
八
日
条
）

難
波
邸
で
の
仮
住
ま
い
が
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
火
事
ま
で

で
あ
る
こ
と
は
、
後
年
、
今
出
川
の
近
衞
家
本
殿
が
再
建
さ
れ
た
と

き
の
『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
四
年
十
二
月
十
八
日
条
か
ら
確
認
で
き

る
。

未
明
移
新
殿
、
依
為
祝
儀
着
冠
直
衣
乗
轅
、
諸
大
夫
両
三
者
直

垂
、
侍
布
衣
、
両
人
在
供
、
移
之
後
、
先
食
粥
、
女
房
、
姫

君
、
羽
林
、
次
郎
等
相
伴
、
次
居
引
渡
有
一
献
、
是
々
内
々
之

祝
儀
也
、
此
後
諸
人
為
祝
来
、
対
面
、
家
礼
人
々
多
来
、
妙
青

両
門
主
﹇
妙
法
院
堯
恕
法
親
王
・
青
蓮
院
尊
証
法
親
王
﹈
被
来
、
新
中
納

言
殿
御
局
﹇
新
広
義
門
院
﹈
渡
給
、
印
物
等
有
之
、
又
諸
人
持
来

印
物
、
此
四
ヶ
秊
以
来
居
難
波
宰
相
家
、
去
秊
以
来
居
白
観
亭

﹇
桜
御
所
﹈、
今
日
移
新
造
亭
、
嘉
悦
不
少
、
千
秋
万
歳
者
也
、
是

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
研
究
序
説

五
一



偏
中
井
主
水
正
﹇
京
大
工
頭
中
井
正
知
﹈、
日
比
忠
心
不
日
成
功
、

仍
為
謝
之
、
古
今
集
一
部
諸
家
筆
、
伊
勢
物
語
同
、
綿
五
十
把
、

樽
肴
等
遣
之
、
及
薄
暮
、
彼
主
水
来
、
対
面
、
返
々
謝
之
了
、

（『
基
𠘑
公
記
』
延
宝
四
年
十
二
月
十
八
日
条
）

な
お
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
と
『
基
𠘑
公
記
』
は
、
陽
明
文
庫

所
蔵
自
筆
本
に
よ
る
。
引
用
の
際
は
、
私
に
読
点
を
補
い
、﹇

﹈

内
に
注
を
付
し
た
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
同
様
で
あ
る
。

（
４
）
引
用
は
、『
続
群
書
類
従
』
補
遺
三
お
湯
殿
の
上
の
日
記
（
十
）

（
訂
正
三
版

一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
５
）
こ
の
話
は
、『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』『
基
𠘑
公
記
』
に
あ
る
。

去
年
の
火
事
の
御
は
な
し
出
て
、
右
府
﹇
近
衞
基
𠘑
﹈
ふ
ん
こ
﹇
文

庫
﹈
の
ふ
し
き
に
残
て
、
き
ろ
く
﹇
記
録
﹈
つ
ゝ
か
な
き
事
出
、

法
わ
う
﹇
後
水
尾
院
﹈ニ
も
か
ん
し
覚
し
め
し
、
其
や
う
す
右
府
へ

く
は
し
く
御
た
つ
ね
有
て
、
其
書
し
や
く
﹇
書
籍
﹈
と
も
と
り
出

し
た
る
も
の
と
も
、
さ
て
�
�
き
と
く
成
心
さ
し
を
か
ん
し

さ
ゝ
せ
ら
れ
、
何
と
覚
し
め
し
よ
り
て
や
ら
ん
、
御
ほ
う
ひ
下

さ
れ
候
た
き
よ
し
、
新
院
﹇
後
西
院
﹈
へ
仰
ら
れ
候
、
わ
か
身
へ

も
御
た
ん
か
う
﹇
談
合
﹈
に
て
、
五
人
の
も
の
と
も
へ
銀
子
十
枚

つ
か
は
さ
る
ゝ
、
右
府
へ
す
な
は
ち
は
い
り
や
う
さ
ゝ
せ
ら
る

へ
き
と
の
仰
に
て
、
こ
よ
ひ
は
い
り
や
う
し
て
か
へ
り
給
ふ
、

先
右
府
か
た
し
け
な
か
り
、
中
�
�
お
ろ
か
な
ら
す
、
誠
に
御

こ
と
葉
ニ

か
ゝ
り
候
事
さ
へ
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
し
あ
は
せ
な
る

に
、
か
や
う
に
は
い
り
や
う
の
事
、
人
々
の
め
う
か
、
右
府
く

は
い
め
ん
、
わ
か
身
ま
て
も
か
た
し
け
な
き
事
い
ふ
に
た
ら

す
、
あ
ま
ね
く
け
つ
こ
う
成
御
心
は
せ
を
め
て
た
か
り
、
よ
ろ

こ
ひ
つ
き
ぬ
事
也
、

（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
四
年
五
月
三
日
条
）

（
６
）
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
五
輯
（
訂
正
三
版
）
所
収
本
に
よ
る
。

（
７
）
引
用
は
、
国
書
刊
行
会
編
『
系
図
綜
覧
』
上
巻
（
名
著
刊
行
会

一
九
六
四
年
）
所
収
本
に
よ
る
。

（
８
）
京
都
国
立
博
物
館
編
集
『
特
別
展
覧
会
王
朝
文
化
の
華

陽
明
文
庫

名
宝
展

宮
廷
貴
族
近
衞
家
の
一
千
年
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ

ネ
ッ
ト
近
畿
・
読
売
新
聞
社

二
〇
一
二
年
）
二
三
三
頁
。

（
９
）
引
用
は
、
陽
明
文
庫
蔵
山
科
道
安
自
筆
本
に
よ
る
。
な
お
、
私
に

読
点
を
付
し
た
。

（
１０
）
同
様
の
指
摘
は
、
平
林
盛
得
氏
「
後
西
天
皇
収
書
の
周
辺
」（
岩
倉

規
夫
氏
・
大
久
保
利
謙
氏
編
『
近
代
文
書
学
へ
の
展
開
』
柏
書
房

一
九
八
二
年
）
に
あ
る
。

（
か
わ
さ
き
・
さ
ち
こ

本
学
准
教
授
）

五
二




